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どんな会社が利用できるの？

　景気の変動などの理由により事業活動の縮小を余儀なくさ

れた場合に、一時的に休業・教育訓練または出向を行った企

業に対して、休業・教育訓練または出向に関する手当・賃金

等の一部が、大企業には「雇用調整助成金」、中小企業には「中

小企業緊急雇用安定助成金」として支給されます。

使いやすさ

★

雇用調整関連の助成金 雇用の維持に努力する会社に

雇用調整助成金・
中小企業緊急雇用安定助成金

★★

どんな内容の助成金？

　最近３ヶ月の売上高または生産量がその直前３ヶ月間また

は前年同期に比べ５％以上減少している場合（中小企業で減

少が５％未満の場合は前期決算等の経常損益が赤字であれば

可）に下記の額が支給されます。
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注意点 2

注意点 3

受給の流れ

実施
計画届

設定

実施
計画届

支給
申請

主
業
事

県
府
道
都
各

県
府
道
都
各

・
練
訓
育
教
・
業
休

施
実
の
向
出

主
業
事

「休業」とは
所定労働日の全１日にわたるものまたは所定労働時間内に１

時間以上行われるものをいいます。

「教育訓練」とは

所定労働時間内に全１日にわたり行われるもので、通常の教

育カリキュラムに位置づけられているものや法令で義務づけ

られているものなどは含まれません。

「出向」とは
出向期間が３ヶ月以上１年以内であって出向元に復帰するも

ので、出向労働者の同意を得ていることなどが必要です。

受給額（※1） Ή „ ‚  ⁴ ῌÖ

助成率

）２※（）３の分４（　２の分３
教育訓練は１人１日あたり4,000円を加算

）２※（）９の分０１（　４の分５
教育訓練は１人１日あたり6,000円を加算
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助成率

）２※（）３の分４（　２の分３

）２※（）９の分０１（　４の分５


